
紀
伊
国
阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
（
続
篇
）（
伊
藤
・
鎌
倉
）

一

は
じ
め
に

本
稿
は
、
本
誌
第
五
一
四
―
九
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
紀
伊
国
阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
―
阿
弖
河
荘
研
究
の
課
題
―
」
及
び
本
誌
五
一
七

―
九
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
紀
伊
国
阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
―
建
治
相
論
の
再
検
討
―
」
の
続
篇
で
あ
る
。
前
篇
で
は
主
と
し
て
荘
園
領
主

円
満
院
の
直
務
支
配
の
段
階
に
つ
い
て
、
後
篇
で
は
阿
弖
河
荘
研
究
で
多
く
の
注
目
を
集
め
て
き
た
建
治
相
論
を
取
り
上
げ
、
相
論
の
過

程
を
明
ら
か
に
し
た
。

本
稿
で
は
、
建
治
相
論
後
、
高
野
山
金
剛
峯
寺
が
本
格
的
に
阿
弖
河
荘
の
寺
領
化
に
乗
り
出
し
た
段
階
の
、
金
剛
峯
寺
と
円
満
院
と
の

相
論
、
お
よ
び
地
頭
湯
浅
氏
と
の
抗
争
に
つ
い
て
そ
の
過
程
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
、
あ
わ
せ
て
阿
弖
河
荘
関
係
史
料
目
録
の
補
訂
を

行
い
た
い
。

こ
の
段
階
の
阿
弖
河
荘
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、
大
き
く
二
つ
の
視
角
か
ら
の
研
究
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
阿
弖
河
荘
の
個
別
研
究
と

し
て
、
そ
の
歴
史
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
で
、
一
九
七
八
年
の
仲
村
研
に
よ
る
研
究
が
、
史
料
に
基
づ
き
そ
の
過
程
を
具
体
的
に
明

ら
か
に
し
た
基
礎
的
な
研
究
で
あ
る
。
そ
の
後
、
高
橋
修
に
よ
り
阿
弖
河
荘
の
歴
史
が
概
説
的
に
叙
述
さ
れ
、
建
治
相
論
後
の
金
剛
峯
寺

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

紀
伊
国
阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
（
続
篇
）

―
高
野
山
金
剛
峯
寺
の
旧
領
回
復
訴
訟
を
め
ぐ
っ
て
―�

�

付
　
阿
弖
河
荘
関
係
史
料
目
録
（
三
）
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鎌
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佐
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二

の
寺
領
化
の
過
程
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

円
満
院
と
地
頭
湯
浅
氏
と
の
法
廷
闘
争
（
建
治
相
論
）
が
う
や
む
や
に
終
わ
る
と
、
寂
楽
寺
別
当
任
快
は
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
阿

弖
河
荘
の
立
券
文
書
を
金
剛
峯
寺
に
譲
渡
し
、
こ
こ
か
ら
金
剛
峯
寺
に
よ
る
本
格
的
な
寺
領
回
復
運
動
が
は
じ
ま
っ
た
。
ま
ず
金
剛
峯
寺

は
離
山
閉
門
と
い
う
強
硬
手
段
を
用
い
な
が
ら
訴
訟
を
展
開
し
、
つ
い
に
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
三
月
、
後
宇
多
院
院
宣
と
円
満
院
か

ら
の
避
状
を
獲
得
し
て
寺
領
化
を
実
現
し
た
。
す
る
と
今
度
は
地
頭
湯
浅
氏
排
除
に
転
じ
、
金
剛
峯
寺
は
、
阿
弖
河
荘
は
弘
法
大
師
御
手

印
縁
起
の
内
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
掲
げ
法
廷
闘
争
を
お
こ
な
う
が
、
結
局
は
地
頭
湯
浅
氏
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
と
い

う
の
が
そ
の
お
お
よ
そ
の
過
程
で
あ
る
。
仲
村
は
、
円
満
院
と
の
訴
訟
の
段
階
で
は
、
金
剛
峯
寺
が
有
利
な
形
勢
に
あ
り
、
現
実
の
支
配

に
お
い
て
も
供
僧
を
現
地
に
臨
ま
せ
て
直
務
支
配
の
既
成
事
実
を
つ
く
り
つ
つ
あ
り
、
地
頭
も
恭
順
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
し
、
し
か
し

嘉
元
二
年
寺
領
化
実
現
後
に
は
、
地
頭
の
恭
順
に
も
か
か
わ
ら
ず
金
剛
峯
寺
と
地
頭
と
の
対
立
は
深
刻
化
し
法
廷
闘
争
と
な
っ
た
と
し
た
。

高
橋
も
金
剛
峯
寺
の
寺
領
化
の
過
程
は
仲
村
と
ほ
ぼ
同
様
に
捉
え
た
が
、
湯
浅
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
金
剛
峯
寺
は
湯
浅
氏
と
の

大
同
団
結
に
よ
っ
て
円
満
院
に
対
抗
し
、
そ
し
て
寺
領
化
実
現
後
に
は
地
頭
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
が
結
局
排
除
で
き
ず
、
金
剛
峯
寺
か

ら
上
荘
預
所
に
補
任
さ
れ
た
禅
海
が
地
頭
湯
浅
氏
と
癒
着
し
な
が
ら
現
地
支
配
に
臨
も
う
と
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
、
政

治
力
や
武
力
を
背
景
に
地
域
権
力
と
し
て
在
地
に
支
配
基
盤
を
築
い
て
き
た
在
地
領
主
湯
浅
氏
の
現
実
的
支
配
の
強
力
さ
を
浮
か
び
上
が

ら
せ
た
。

仲
村
と
高
橋
と
は
、
金
剛
峯
寺
と
地
頭
に
対
す
る
評
価
の
違
い
が
あ
る
が
、
訴
訟
過
程
に
お
い
て
仲
村
が
い
う
よ
う
に
果
た
し
て
金
剛

峯
寺
は
有
利
な
形
勢
に
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
こ
の
段
階
で
ど
れ
ほ
ど
現
実
的
な
支
配
を
実
現
で
き
て
い
た
の
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
り
、

訴
訟
の
過
程
に
つ
い
て
も
訂
正
す
べ
き
部
分
が
あ
り
、
改
め
て
史
料
分
析
を
お
こ
な
い
訴
訟
の
過
程
を
検
証
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
高
橋
は
、
高
野
山
が
円
満
院
か
ら
阿
弖
河
荘
を
勝
ち
取
る
こ
と
が
で
き
た
背
景
と
し
て
、
円
満
院
門
跡
の
側
が
阿
弖
河
荘
支
配
の
熱

意
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
想
定
し
、
同
時
に
在
地
領
主
側
の
現
実
的
支
配
を
重
視
す
る
が
、
し
か
し
円
満
院
側
も
決
し
て
す
ぐ
に
手
を
引
い

た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
金
剛
峯
寺
の
地
頭
排
除
は
結
局
は
実
現
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
か
な
り
執
拗
に
行
わ
れ
て
お
り
、
な
ぜ
金
剛
峯
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三

寺
が
現
実
的
支
配
を
お
こ
な
う
地
頭
の
排
除
を
目
指
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
、
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
次
に
示
す
こ
の
時
期
の
金
剛
峯
寺
領
全
体
の
動
向
を
踏
ま
え
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
視
角
か
ら
の
研
究
が
、
空
海
の
御
手
印
縁
起
を
用
い
た
金
剛
峯
寺
に
よ
る
旧
領
回
復
を
め
ぐ
る
研
究
で
あ
る
。
御
手
印

縁
起
に
つ
い
て
は
戦
前
以
来
、
真
偽
や
偽
作
の
時
期
・
目
的
に
つ
い
て
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
一
九
八
七
・
八
八
年
に
小
山
靖
憲
が
、

御
手
印
縁
起
が
高
野
山
の
寺
領
荘
園
の
獲
得
・
拡
張
の
手
段
と
し
て
、
ま
た
地
頭
排
除
の
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

を
論
じ
て
以
降
、
金
剛
峯
寺
の
寺
院
組
織
の
自
立
化
や
惣
寺
権
力
確
立
と
旧
領
回
復
に
よ
る
膝
下
荘
園
確
保
と
の
関
係
、
御
手
印
縁
起
そ

の
も
の
の
史
料
学
的
検
討
、
御
手
印
縁
起
の
機
能
や
効
力
を
め
ぐ
る
問
題
、
御
手
印
縁
起
を
用
い
た
旧
領
回
復
運
動
の
実
態
な
ど
多
く
の

研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
、
海
津
一
朗
は
、
高
野
山
の
旧
領
回
復
運
動
が
、
安
達
泰
盛
が
主
導
し
た
鎌
倉
幕
府
の
弘
安
徳

政
を
う
け
て
展
開
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
そ
れ
と
関
連
し
て
永
仁
年
間
に
紀
州
悪
党
蜂
起
と
そ
れ
に
対
す
る
幕
府
の
軍
事
行

動
に
よ
る
鎮
圧
（
永
仁
の
御
合
戦
）
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

阿
弖
河
荘
は
、
十
一
世
紀
初
頭
か
ら
断
続
的
に
金
剛
峯
寺
が
御
手
印
縁
起
を
用
い
な
が
ら
領
有
を
主
張
し
、
そ
し
て
つ
い
に
寺
領
化
を

実
現
し
た
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
、
旧
領
回
復
を
め
ぐ
る
研
究
で
は
必
ず
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
基
本
的
に
は
仲
村
に
よ
る
基
礎
的

な
研
究
を
前
提
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
旧
領
回
復
運
動
を
め
ぐ
る
研
究
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
改
め
て
建
治
相
論
後
の
金
剛
峯
寺
領
化

の
過
程
と
地
頭
排
除
訴
訟
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。

な
お
そ
の
際
、
以
下
の
点
に
留
意
し
た
い
。
第
一
に
、
高
野
山
文
書
の
な
か
に
は
、
円
満
院
と
の
相
論
で
も
、
地
頭
湯
浅
氏
と
の
相
論

で
も
、
高
野
山
側
が
訴
え
ら
れ
た
訴
状
が
残
存
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
金
剛
峯
寺
は
訴
訟
に
お
い
て
、
論
人
と
し
て
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
訴
人
と
し
て
裁
判
に
臨
も
う
と
す
る
姿
勢
も
見
ら
れ
、
訴
状
を
残
さ
な
か
っ
た
の
も
意
図
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

本
稿
で
は
残
さ
れ
て
い
な
い
文
書
に
も
留
意
し
な
が
ら
、
相
論
の
過
程
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二
点
目
は
、
金
剛
峯
寺
と
地
頭
湯
浅
氏
と
の
抗
争
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
荘
園
領
主
対
地
頭
の
対
立
構
造
に
よ
り
、
荘
園
支
配
を
め

ぐ
る
対
立
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
む
き
が
あ
っ
た
が
、
地
頭
と
の
抗
争
は
、
荘
園
支
配
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
た
対
立
と
い
う
よ
り
は
、
金
剛
峯

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
10
）
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寺
は
は
じ
め
か
ら
地
頭
排
除
の
方
針
で
一
円
寺
領
化
を
目
指
し
て
お
り
、
実
際
に
荘
園
経
営
に
あ
た
る
預
所
と
の
間
に
は
方
針
の
違
い
も

う
か
が
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
も
踏
ま
え
、
金
剛
峯
寺
に
と
っ
て
阿
弖
河
荘
寺
領
化
と
地
頭
と
の
抗
争
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ

て
い
た
の
か
を
考
え
た
い
。

一
　
高
野
山
金
剛
峯
寺
と
阿
弖
河
荘

（
一
）
阿
弖
河
荘
の
領
有
と
金
剛
峯
寺

ま
ず
は
前
提
と
し
て
、
金
剛
峯
寺
に
よ
る
阿
弖
河
荘
の
「
回
復
」
を
め
ぐ
る
動
向
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
平
惟
仲
が
寂
楽
寺
に
石
垣
荘
を
寄
進
し
て
す
ぐ
に
、
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
金
剛
峯
寺
は
、
空
海
に
高
野

山
四
至
内
の
領
有
を
認
め
た
弘
仁
七
年
七
月
八
日
太
政
官
符
を
引
用
し
な
が
ら
寺
家
所
領
が
か
の
荘
領
地
に
打
ち
籠
め
ら
れ
た
こ
と
を
訴

え
、
そ
れ
に
よ
り
朝
廷
か
ら
惟
仲
所
領
四
至
と
山
地
田
畠
の
調
査
を
命
じ
る
太
政
官
符
が
下
さ
れ
た
。
こ
れ
が
金
剛
峯
寺
が
御
手
印
縁
起

を
用
い
た
最
初
の
事
例
で
あ
る
。
小
山
は
弘
仁
七
年
官
符
を
含
む
御
手
印
縁
起
が
十
二
世
紀
末
に
制
作
さ
れ
た
と
捉
え
た
た
め
、
寛
弘
元

年
太
政
官
符
自
体
も
偽
作
で
あ
る
と
し
た
が
、
こ
の
と
き
問
題
と
さ
れ
て
い
た
の
は
正
暦
五
年
（
九
九
四
）
火
災
で
焼
失
し
た
伽
藍
再
建

の
た
め
の
雑
役
賦
課
の
問
題
で
あ
り
、
こ
の
段
階
に
は
御
手
印
縁
起
が
作
ら
れ
て
い
た
と
す
る
赤
松
俊
秀
説
に
従
い
た
い
。

そ
の
後
、
金
剛
峯
寺
は
長
寛
二
年
（
一
一
六
四
）
に
寂
楽
寺
を
訴
え
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
後
平
氏
政
権
下
の
治
承
四
年
（
一
一

八
〇
）
金
剛
峯
寺
は
荒
川
荘
と
摂
関
家
領
田
仲
荘
・
法
成
寺
領
吉
仲
荘
と
の
堺
相
論
に
お
い
て
御
手
印
縁
起
を
用
い
た
訴
訟
を
お
こ
な
い
、

田
仲
荘
・
吉
仲
荘
の
濫
妨
停
止
を
命
じ
る
高
倉
院
庁
下
文
を
得
た
が
、
御
手
印
縁
起
自
体
が
判
決
に
用
い
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

荒
川
荘
訴
訟
と
同
時
に
、
金
剛
峯
寺
は
阿
弖
河
荘
に
つ
い
て
も
訴
訟
を
提
起
し
た
。
し
か
し
阿
弖
河
荘
に
つ
い
て
は
裁
許
を
得
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。

寿
永
三
年
（
一
一
八
四
）
平
家
都
落
・
一
ノ
谷
合
戦
の
後
、
金
剛
峯
寺
は
源
義
経
に
「
弘
法
大
師
御
領
最
中
紀
伊
国
阿
弖
河
御
庄
」
を

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）
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五

寂
楽
寺
の
所
司
が
押
領
し
て
い
る
こ
と
を
訴
え
て
、
狼
藉
停
止
の
外
題
お
よ
び
書
状
を
獲
得
し
、
さ
ら
に
鎌
倉
の
頼
朝
の
元
に
「
当
山
結

界
絵
図
幷
御
手
印
案
文
等
」
を
進
覧
し
て
、
阿
弖
河
荘
へ
の
寂
楽
寺
僧
徒
の
乱
入
、
非
法
狼
藉
を
訴
え
、
元
暦
二
年
七
月
二
日
頼
朝
袖
判

下
文
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
寂
楽
寺
は
円
満
院
門
跡
鳥
羽
宮
定
恵
法
親
王
（
後
白
河
院
第
五
皇
子
）
を
本
家

と
し
、
そ
の
権
威
を
も
っ
て
、
頼
朝
に
訴
え
て
「
元
暦
二
年
十
二
月
九
日
御
下
知
状
」
を
得
た
。
金
剛
峯
寺
は
、
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）

二
～
三
月
に
は
三
宝
房
長
安
・
弟
助
光
を
下
司
に
任
じ
て
実
力
で
現
地
支
配
を
行
お
う
と
し
た
が
、
鳥
羽
宮
定
恵
法
親
王
の
訴
え
に
よ
り

金
剛
峯
寺
に
よ
る
阿
弖
河
荘
支
配
は
押
領
と
さ
れ
退
け
ら
れ
た
。

以
後
阿
弖
河
荘
旧
領
回
復
を
め
ぐ
る
訴
訟
は
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
ま
で
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
間
、
建
保
七
年
（
一
二
一
九
）
金
剛

峯
寺
は
吉
野
金
峯
山
寺
と
の
間
で
中
津
川
の
領
有
を
め
ぐ
り
相
論
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
後
鳥
羽
院
は
御
手
印
縁
起
の
「
南
堺
阿
弖
川
南

横
峯
」
が
高
野
山
堺
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
が
、
中
津
川
の
領
有
に
つ
い
て
は
「
新
儀
」
と
し
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

金
剛
峯
寺
に
と
っ
て
は
後
鳥
羽
院
に
よ
っ
て
御
手
印
縁
起
の
四
至
内
の
領
有
が
「
旧
跡
」
と
し
て
承
認
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
も

ち
、
白
井
克
浩
は
、
こ
こ
に
金
剛
峯
寺
衆
徒
に
よ
る
旧
領
回
復
運
動
の
達
成
目
標
が
明
確
化
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
阿
弖
河
荘
の
領
有
の
実
現
が
金
剛
峯
寺
と
し
て
よ
り
重
要
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
阿
弖
河
荘
の
領
有
が
認
め
ら
れ
な
け
れ

ば
、
金
剛
峯
寺
が
主
張
す
る
御
手
印
縁
起
に
基
づ
く
旧
領
の
南
堺
も
認
め
ら
れ
な
く
な
る
可
能
性
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
、
貞

応
（
一
二
二
二
～
二
四
）
の
頃
、
桛
田
荘
や
神
野
荘
を
め
ぐ
っ
て
金
剛
峯
寺
と
神
護
寺
と
が
相
論
に
な
っ
た
際
に
神
護
寺
側
か
ら
「
旧
領

御
手
印
と
申
候
事
は
、
彼
御
手
印
四
至
内
、
皆
被
付
高
野
候
へ
く
は
、
非
一
口
論
候
、
彼
旧
領
内
、
皆
以
他
領
也
」「
阿
弖
川
庄
ハ
、
寂
楽

寺
領
〈
付
法
勝
寺
〉」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
御
手
印
縁
起
に
よ
る
旧
領
の
範
囲
内
で
あ
っ
て
も
、
阿
弖
河
荘
が
金
剛
峯
寺
領
で
は
な

い
こ
と
が
相
論
で
持
ち
出
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
金
剛
峯
寺
か
ら
積
極
的
に
旧
領
回
復
が
主
張
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
に
な
っ
て
、
金
剛
峯
寺
は
後

嵯
峨
院
に
対
し
て
、
野
川
・
中
津
川
郷
、
阿
弖
河
荘
、
神
野
真
国
荘
内
石
走
村
を
御
手
印
縁
起
四
至
内
で
あ
る
と
し
て
返
還
を
求
め
る
訴

訟
を
起
こ
し
た
が
、
白
井
克
浩
に
よ
れ
ば
、
こ
の
旧
領
回
復
訴
訟
は
後
嵯
峨
院
に
よ
る
神
領
回
復
令
を
直
接
的
な
契
機
と
す
る
も
の
で
あ
っ
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た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
金
剛
峯
寺
は
こ
の
と
き
阿
弖
河
荘
に
つ
い
て
は
寛
弘
元
年
官
符
、
御
手
印
縁
起
の
内
で
あ
る
こ
と
を

認
め
た
元
暦
元
年
右
大
将
家
下
知
状
を
根
拠
と
し
て
返
還
を
求
め
た
。
し
か
し
、
こ
の
訴
え
も
結
果
を
示
す
文
書
は
残
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
か
ら
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
阿
弖
河
荘
に
対
し
て
金
剛
峯
寺
は
十
一
世
紀
初
頭
段
階
か
ら
旧
領
内
と
い
う
認

識
を
持
ち
、
た
び
た
び
旧
領
回
復
の
訴
訟
は
行
っ
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
を
本
格
的
に
展
開
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
二
）
阿
弖
河
荘
立
券
文
書
の
入
手
―
―
建
治
相
論
の
結
果
と
そ
の
影
響
―
―

こ
の
間
、
阿
弖
河
荘
は
本
家
円
満
院
・
領
家
寂
楽
寺
に
よ
っ
て
領
有
さ
れ
て
お
り
、
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
正
元
年
間
（
一

二
五
九
～
六
〇
）
以
降
地
頭
湯
浅
氏
と
の
間
で
荘
園
支
配
を
め
ぐ
り
相
論
が
お
こ
り
、
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
地
頭
湯
浅
氏
の
非
法
を

訴
え
た
百
姓
等
の
仮
名
書
言
上
状
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
六
波
羅
法
廷
で
の
訴
訟
と
な
っ
た
（
建
治
相
論
）。

建
治
相
論
の
六
波
羅
法
廷
で
の
裁
判
結
果
は
判
然
と
せ
ず
、
建
治
二
年
の
六
～
七
月
に
か
け
て
訴
陳
が
番
え
ら
れ
、
同
年
八
月
六
日
以

降
地
頭
湯
浅
宗
親
が
妻
女
の
伯
父
が
関
東
で
死
去
し
た
こ
と
を
理
由
に
陳
状
を
提
出
し
な
か
っ
た
の
を
最
後
に
、
相
論
に
関
す
る
文
書
は

一
切
み
ら
れ
な
く
な
る
が
、
地
頭
湯
浅
氏
が
罪
科
に
問
わ
れ
ず
に
阿
弖
河
荘
に
存
在
し
続
け
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
以
降
円
満
院
の
関
与
が

ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
、
寂
楽
寺
別
当
任
快
が
証
拠
書
類
を
返
却
し
な
か
っ
た
円
満
院
に
対
し
不
満
を
抱
い
て
い
た
こ
と
な
ど

か
ら
勘
案
す
る
と
、
事
実
上
、
円
満
院
側
の
敗
訴
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

円
満
院
の
訴
訟
が
失
敗
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
地
頭
排
除
を
目
指
し
て
い
た
寂
楽
寺
の
立
場
は
危
機
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
寂
楽

寺
別
当
任
快
は
、
阿
弖
河
荘
立
券
文
書
の
正
文
や
副
状
な
ど
を
金
剛
峯
寺
へ
譲
渡
し
た
の
で
あ
る
。
任
快
は
、
地
頭
排
除
と
い
う
長
年
の

宿
願
を
達
す
る
た
め
、
対
地
頭
相
論
に
勝
て
な
か
っ
た
円
満
院
で
は
な
く
金
剛
峯
寺
を
頼
る
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
金
剛
峯
寺
と
し
て

は
、
こ
れ
ま
で
失
敗
し
て
き
た
「
旧
領
回
復
」
の
チ
ャ
ン
ス
が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
舞
い
込
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
任
快
に
対

し
て
金
剛
峯
寺
か
ら
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
も
、
こ
の
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
十
二
月
の
任
快
に
よ
る

阿
弖
河
荘
立
券
文
書
の
金
剛
峯
寺
へ
の
譲
渡
が
、
金
剛
峯
寺
に
よ
る
本
格
的
な
阿
弖
河
荘
旧
領
回
復
の
動
き
の
は
じ
ま
り
と
な
っ
た
。
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七

二
　
金
剛
峯
寺
に
よ
る
阿
弖
河
荘
の
獲
得

（
一
）
金
剛
峯
寺
に
よ
る
阿
弖
河
荘
「
旧
領
回
復
」
運
動
の
は
じ
ま
り

仲
村
の
研
究
以
来
、
阿
弖
河
荘
の
立
券
文
書
を
獲
得
し
た
金
剛
峯
寺
は
、
た
だ
ち
に
翌
年
の
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）、
離
山
閉
門
を

行
っ
て
寺
領
化
を
訴
え
た
と
し
、
旧
領
回
復
へ
の
強
硬
姿
勢
を
示
し
た
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
根
拠
と
な
っ
た
文
書
は
第
二
紙

に
誤
っ
て
別
文
書
が
貼
り
継
が
れ
て
お
り
、
離
山
閉
門
は
弘
安
元
年
の
こ
と
で
は
な
い
（
離
山
閉
門
に
つ
い
て
は
後
述
）。
金
剛
峯
寺
が
ま

ず
お
こ
な
っ
た
の
は
、
預
所
の
得
分
や
荘
務
に
つ
い
て
取
り
決
め
、
預
所
に
寺
僧
勝
算
を
補
任
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
寂
楽
寺
の
預
所
を

引
き
継
い
で
、
金
剛
峯
寺
が
預
所
の
補
任
を
お
こ
な
い
荘
園
支
配
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
金
剛
峯
寺
が
支
配
に
乗
り
出
す
や
、
円
満
院
が
即
座
に
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）
に
金
剛
峯
寺
は
改
め
て

諸
衆
一
同
の
評
議
に
よ
り
上
村
預
所
に
琳
舜
房
真
算
を
任
命
し
た
が
、
そ
の
と
き
真
算
を
預
所
に
補
任
し
た
理
由
に
つ
い
て
、「
当
庄
事
、

云　

公
家
、
云
六
波
羅
、
既
被
付
敵
方
之
處
、
琳
舜
房
於
関
東
申
開
子
細
、
及
御
沙
汰
之
条
、
奉
公
異
于
他
之
故
也
、」
と
あ
り
、
こ
の

間
、
朝
廷
・
六
波
羅
で
の
訴
訟
が
あ
り
、
当
荘
が
「
敵
方
」
に
付
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
真
算
が
関
東
に
申
し
開
き
、
関
東
で
の
訴
訟

に
持
ち
込
ん
で
い
た
こ
と
、
そ
の
功
績
に
よ
り
預
所
に
任
命
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
金
剛
峯
寺
が
最
初
の
預
所
を

任
命
し
阿
弖
河
荘
支
配
に
乗
り
出
そ
う
と
す
る
や
、
円
満
院
側
は
朝
廷
・
六
波
羅
訴
訟
に
及
び
勝
訴
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。

真
算
は
関
東
へ
の
申
し
開
き
に
功
績
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
そ
れ
ほ
ど
う
ま
く
い
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ

れ
か
ら
六
年
後
の
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）、
金
剛
峯
寺
が
提
出
し
た
訴
状
を
う
け
て
、
鎌
倉
幕
府
か
ら
円
満
院
に
元
暦
元
年
一
二
月
九
日

の
下
知
状
正
文
の
有
無
の
問
い
合
わ
せ
が
な
さ
れ
た
。『
高
野
春
秋
』
に
よ
る
と
、
正
応
二
年
七
月
、
寂
楽
寺
が
元
暦
元
年
一
二
月
九
日
関

東
下
知
状
を
所
持
し
て
い
る
と
奏
達
し
、
阿
弖
河
荘
を
押
領
し
た
の
で
、
金
剛
峯
寺
か
ら
関
東
に
訴
え
た
の
だ
と
し
て
い
る
。『
高
野
春

秋
』
で
は
訴
訟
相
手
を
寂
楽
寺
と
記
し
金
剛
峯
寺
側
か
ら
訴
え
た
よ
う
に
記
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
前
に
円
満
院
側
か
ら
の
訴
訟

（
奏
達
）
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
か
た
ち
で
金
剛
峯
寺
か
ら
も
提
訴
が
な
さ
れ
、
円
満
院
に
対
す
る
問
状
が
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
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ろ
う
。『
高
野
春
秋
』
で
は
金
剛
峯
寺
に
も
元
暦
元
年
の
七
月
二
日
の
証
文
（
源
頼
朝
下
文
）
を
提
出
せ
よ
と
仰
せ
下
さ
れ
た
と
あ
り
、
双

方
、
頼
朝
下
文
の
対
決
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
間
の
円
満
院
と
の
訴
訟
に
関
し
て
は
こ
の
ほ
か
に
関
係
文
書
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
自
体
が
、
金
剛
峯
寺
に
と
っ
て
こ

の
訴
訟
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
決
し
て
金
剛
峯
寺
が
訴
訟
で
優
位
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

円
満
院
と
の
相
論
が
行
わ
れ
て
い
る
間
、
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）、
金
剛
峯
寺
は
幕
府
の
弘
安
徳
政
の
後
押
し
を
得
て
、
御
手
印
縁
起

を
用
い
た
旧
領
全
体
の
回
復
訴
訟
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
海
津
一
朗
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
と
き
金
剛
峯
寺

が
旧
領
回
復
を
訴
え
た
注
進
状
に
は
、
御
手
印
縁
起
の
四
至
の
う
ち
東
堺
内
の
三
ヶ
所
、
西
境
内
の
五
ヶ
所
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
南
堺

に
位
置
す
る
阿
弖
河
荘
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
時
金
剛
峯
寺
は
旧
領
全
体
の
回
復
を
主
張
し
た
と
さ
れ
て
き
た
が
、
円
満
院
と

の
訴
訟
は
、
こ
の
旧
領
回
復
訴
訟
と
は
別
個
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
後
、
永
仁
四
年
（
一
二
九
六
）
金
剛
峯
寺
は
寂
楽
寺
雑
掌
を
相
手
と
し
て
幕
府
法
廷
に
訴
え
を
出
し
た
が
、
幕
府
は
、
阿
弖
河
荘

は
関
東
進
止
の
地
で
は
な
い
と
し
て
、
幕
府
法
廷
で
の
訴
訟
を
受
け
付
け
ず
、
聖
断
に
委
ね
る
と
通
達
し
た
。
結
局
幕
府
訴
訟
で
は
解
決

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
れ
以
後
、
金
剛
峯
寺
は
朝
廷
へ
提
訴
し
て
、
円
満
院
と
訴
訟
を
お
こ
な
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

さ
て
金
剛
峯
寺
は
こ
の
間
に
、
湯
浅
氏
と
の
間
で
契
約
を
交
わ
し
て
い
た
。
正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）
三
月
二
〇
日
、
湯
浅
浄
智
（
保

田
宗
家
）
は
、
阿
弖
河
荘
が
「
大
師
御
手
印
地
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
所
務
に
お
い
て
は
新
儀
非
法
を
行
わ
な
い
こ
と
を
約
し
た
請
文

を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
湯
浅
党
の
盟
主
と
し
て
の
立
場
に
あ
っ
た
浄
智
（
宗
家
）
が
阿
弖
河
荘
の
問
題
に
関
与
し
、
請
文
を
提
出
し
た

こ
と
に
つ
い
て
、
仲
村
は
、
金
剛
峯
寺
が
訴
訟
で
有
利
な
状
況
に
あ
り
、
現
地
支
配
に
お
い
て
も
直
接
支
配
の
既
成
事
実
を
つ
く
り
あ
げ
、

地
頭
も
恭
順
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
し
た
が
、
右
に
み
た
よ
う
に
円
満
院
と
の
訴
訟
で
は
金
剛
峯
寺
は
か
な
り
不
利
な
状
況
に
あ
り
、

ま
た
現
地
で
直
接
支
配
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
な
い
。
一
方
高
橋
修
は
こ
れ
を
、
金
剛
峯
寺
と
湯
浅
氏
と
の
間
に
円
満
院
門

跡
を
阿
弖
河
荘
か
ら
逐
う
た
め
の
大
同
団
結
が
組
ま
れ
た
も
の
と
評
価
し
た
。
た
し
か
に
金
剛
峯
寺
が
預
所
と
し
て
支
配
に
乗
り
出
し
、

円
満
院
と
の
訴
訟
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
湯
浅
氏
と
の
連
携
は
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
連
携
も
一
旦
の
こ
と

（
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紀
伊
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阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
（
続
篇
）（
伊
藤
・
鎌
倉
）

九

で
、
金
剛
峯
寺
は
円
満
院
と
の
訴
訟
の
決
着
を
待
た
ず
、
す
ぐ
に
地
頭
湯
浅
氏
排
除
の
姿
勢
を
あ
ら
わ
し
た
。

永
仁
年
間
（
永
仁
二
年
（
一
二
九
四
）
四
月
前
後
～
永
仁
四
年
（
一
二
九
六
）
一
〇
月
以
前
）
に
い
わ
ゆ
る
「
高
野
合
戦
」（「
紀
州
御

合
戦
」）
が
お
こ
っ
た
。
こ
れ
は
紀
州
悪
党
蜂
起
に
対
す
る
幕
府
の
鎮
圧
派
兵
の
合
戦
で
、「
寺
領
庄
官
追
放
す
べ
し
」
と
の
関
東
御
事
書

に
よ
り
、
六
波
羅
探
題
か
ら
派
遣
さ
れ
た
使
節
が
紀
伊
国
小
倉
・
三
毛
・
調
月
・
荒
川
・
真
国
・
阿
弖
河
等
の
各
荘
に
派
遣
さ
れ
て
、「
悪

党
」「
悪
行
人
」
と
し
て
追
放
さ
れ
た
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
阿
弖
河
荘
も
、
丹
後
前
司
（
六
波
羅
評

定
衆
長
井
重
茂
か
）
が
派
遣
さ
れ
て
、「
寺
領
一
円
の
荘
官
」
と
し
て
地
頭
が
追
放
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
山
陰
加
春
夫
は
こ
の
と

き
対
象
と
さ
れ
た
地
域
・
人
々
に
対
し
て
は
金
剛
峯
寺
衆
徒
側
か
ら
訴
訟
提
起
が
前
提
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
阿
弖
河

荘
で
も
金
剛
峯
寺
側
か
ら
の
事
前
の
訴
訟
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
て
い
る
。
金
剛
峯
寺
は
幕
府
の
軍
事
力
を
用
い
た
悪
党
追
捕
の
動
き

に
乗
じ
て
、
阿
弖
河
荘
に
お
い
て
も
地
頭
追
放
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
阿
弖
河
荘
地
頭
湯
浅
金
加
羅
丸
が
幕
府
に
訴
え
を
出
し
、
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
八
月
七
日
幕
府
よ
り
「
関

東
代
々
御
下
文
」
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
「
早
止
追
放
儀
、
可
安
堵
本
職
」
と
い
う
下
知
状
が
下
さ
れ
た
。
金
剛
峯
寺
は
、

幕
府
の
全
面
的
な
後
押
し
の
も
と
旧
領
回
復
を
進
め
よ
う
と
し
た
が
、
阿
弖
河
荘
に
対
し
て
は
こ
の
段
階
で
は
ま
っ
た
く
う
ま
く
い
っ
て

は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
金
剛
峯
寺
は
現
地
支
配
を
強
行
し
よ
う
と
し
た
と
み
ら
れ
る
が
、
浄
智
も
、
乾
元
二
年
（
一
三
〇
三
）
閏
四
月
、
鎌
倉
幕
府

に
「
高
野
山
金
剛
峯
寺
の
衆
徒
が
違
乱
・
狼
藉
を
致
し
て
い
る
」
と
し
て
金
剛
峯
寺
を
提
訴
し
た
。

（
二
）
離
山
閉
門
の
大
訴

金
剛
峯
寺
が
永
仁
四
年
（
一
二
九
六
）
以
降
、
朝
廷
に
起
こ
し
て
い
た
訴
訟
も
、
い
ま
だ
判
決
が
出
さ
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。

乾
元
二
年
（
一
三
〇
三
）
六
月
に
は
、
阿
弖
河
荘
訴
訟
に
功
績
が
あ
っ
た
と
し
て
新
た
に
三
宝
院
遊
蓮
房
阿
闍
梨
が
当
荘
上
村
地
頭
に
任

命
さ
れ
て
い
る
が
、
訴
訟
に
何
ら
か
の
進
展
が
あ
っ
た
様
子
は
な
い
。
そ
し
て
浄
智
か
ら
も
提
訴
が
な
さ
れ
る
と
い
う
状
況
の
な
か
、
乾

（
39
）

（
40
）

（
41
）

（
42
）

（
43
）

（
44
）



人
文
学
報 

第
五
一
八
―
九
号
　
二
〇
二
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年
三
月

一
〇

元
二
年
（
一
三
〇
三
）、
金
剛
峯
寺
は
、
全
山
あ
げ
て
の
離
山
閉
門
の
大
訴
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

金
剛
峯
寺
衆
徒
は
、
離
山
閉
門
に
あ
た
り
、
以
下
の
取
り
決
め
を
お
こ
な
っ
た
。

（
端
裏
書
）「
阿
弖
川
庄
離
山
間
事
、」

	

定　
　

離
山
閇
門
間
事

	
	

條
々

	

一		

阿
弖
川
庄
事
、
寺
訴
不
達
、
当
山
失
面
目
之
時
者
、
縦
雖
為
公
家
武
家
之
命
、
一
切
不
可
令
帰
山
、
又
沙
汰
未
断
之
間
、
不
一

同
、
為
少
々
、
恣
不
可
登
山
、
又
別
所
中
同
称
有　

公
家
武
家
之
御
気
色
、
可
帰
住
之
由
、
雖
令
申
、
惣
不
可
免
除
之
、

	

一		

以
別
所
存
、
申
賜　

院
宣
、
或
申
下
宗
家
御
教
書
、
或
伺
得
検
校
気
色
、
為
乱
此
大
訴
、
及
蜂
起
張
行
之
時
者
、
可
奉
廃
置
長

者
貫
主
、
於
張
本
者
永
追
却
山
上
山
下
、
到
慈
尊
出
世
、
再
不
可
許
交
衆
事
、

	
	
	

右
條
々
如
斯
、
抑
当
山
之
興
廃
、
住
侶
之
存
否
、
只
在
此
大
訴
、
依
之
為
諸
衆
一
同
之
評
定
、
重
定
置
之
上
者
、
雖
為
一
箇
条
、

全
不
可
違
失
、

	
	

　
　
　
　
（
後
欠
）

阿
弖
河
荘
の
訴
え
が
達
せ
ず
、
も
し
当
山
が
面
目
を
失
っ
た
な
ら
ば
、
朝
廷
・
武
家
の
命
で
あ
っ
て
も
、
一
切
帰
山
し
な
い
こ
と
、
ま

た
判
決
が
下
さ
れ
な
い
間
は
、
勝
手
に
登
山
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
別
所
の
な
か
に
同
じ
く
朝
廷
・
武
家
の
ご
意
向
が
あ
る
の
で

帰
住
し
た
い
と
申
す
者
が
あ
っ
て
も
、
一
切
免
許
し
な
い
。
さ
ら
に
、
別
の
意
図
を
も
っ
て
院
宣
を
申
し
給
わ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
宗
家

（
東
寺
長
者
）
御
教
書
を
申
し
下
し
た
り
、
あ
る
い
は
検
校
の
気
色
を
伺
い
得
た
り
し
て
、
こ
の
大
訴
を
乱
す
た
め
に
蜂
起
し
よ
う
と
し
た

場
合
に
は
、
長
者
貫
主
を
廃
し
て
、
張
本
を
山
上
山
下
か
ら
永
遠
に
追
却
す
る
と
し
た
。

金
剛
峯
寺
衆
徒
は
、
阿
弖
河
荘
領
有
の
裁
許
を
得
る
こ
と
を
、
当
山
の
興
廃
、
住
侶
の
存
否
を
決
す
る
も
の
と
し
て
、
離
山
閉
門
の
嗷

（
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紀
伊
国
阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
（
続
篇
）（
伊
藤
・
鎌
倉
）

一
一

訴
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
朝
廷
訴
訟
も
進
展
せ
ず
、
さ
ら
に
地
頭
排
除
に
も
失
敗
し
た
状
況
の
な
か
で
の
最
終
手
段
で
あ
っ
た
。

こ
の
事
態
を
う
け
て
六
月
二
日
、
後
宇
多
院
は
、
た
と
え
理
訴
で
あ
っ
た
と
し
て
も
「
嗷
々
の
沙
汰
」
を
し
た
な
ら
ば
裁
許
で
き
な
い

と
し
て
、
金
剛
峯
寺
側
に
早
く
門
戸
を
開
き
本
寺
に
帰
住
す
る
よ
う
命
じ
た
。
し
か
し
八
月
に
な
っ
て
も
事
態
は
収
ま
ら
ず
、
亀
山
院
も
、

嗷
訴
は
禁
制
で
あ
る
か
ら
ま
ず
は
帰
住
す
る
よ
う
命
じ
、
御
手
印
縁
起
・
弘
仁
官
符
が
分
明
で
あ
る
以
上
は
、
正
当
な
判
決
が
で
る
だ
ろ

う
と
し
て
、
衆
徒
を
宥
め
よ
う
と
し
た
。
も
は
や
事
態
を
収
束
さ
せ
る
に
は
、
御
手
印
縁
起
・
弘
仁
官
符
を
根
拠
と
す
る
金
剛
峯
寺
側
の

主
張
を
容
れ
て
裁
許
を
下
す
以
外
に
は
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
至
り
つ
い
に
後
宇
多
院
は
、
阿
弖
河
荘
が
金
剛
峯
寺
の
当
知
行
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
院
宣
を
発
し
た
。
そ
し
て
翌
嘉
元
二
年

（
一
三
〇
四
）
三
月
、
後
宇
多
院
は
、
円
満
院
宮
恒
助
法
親
王
の
避
状
も
取
っ
て
金
剛
峯
寺
側
に
送
り
、
阿
弖
河
荘
を
金
剛
峯
寺
領
で
あ
る

こ
と
を
正
式
に
承
認
し
た
の
で
あ
る
。
御
手
印
縁
起
に
基
づ
く
旧
領
回
復
に
つ
い
て
は
、
御
手
印
縁
起
が
旧
領
回
復
に
実
質
的
な
役
割
を

果
た
し
た
と
す
る
小
山
の
見
解
と
、
御
手
印
縁
起
は
後
付
け
で
あ
り
寺
領
化
実
現
の
条
件
は
在
地
領
主
の
現
実
的
力
関
係
を
重
視
す
る
高

橋
の
見
解
が
あ
る
が
、
こ
の
経
過
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
阿
弖
河
荘
に
お
い
て
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
寺
領
化
実
現
に
効
果
を
発
し

て
は
お
ら
ず
、
離
山
閉
門
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
し
か
そ
れ
を
な
し
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
嘉
元
二
年
阿
弖
河
荘
寺
領
化
実

現
の
実
態
で
あ
っ
た
。

し
か
し
金
剛
峯
寺
は
、
こ
こ
に
寺
領
化
を
な
し
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
御
手
印
縁
起
を
前
面
に
掲
げ
て
こ
の
後
地
頭
排
除
を
目
指
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
。

三
　
金
剛
峯
寺
に
よ
る
地
頭
排
除
訴
訟
の
開
始

（
一
）
金
剛
峯
寺
の
阿
弖
河
荘
支
配
の
開
始

後
宇
多
院
の
院
宣
・
円
満
院
宮
の
避
状
を
獲
得
し
た
金
剛
峯
寺
は
、
嘉
元
二
年
四
月
に
、
こ
の
間
の
円
満
院
と
の
相
論
が
決
着
し
た
た

（
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二
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三
月

一
二

め
院
宣
・
避
状
な
ど
を
一
括
し
て
「
阿
弖
河
庄
沙
汰
間
文
書
目
録
」
を
ま
と
め
た
。
そ
し
て
す
ぐ
に
、
阿
弖
河
荘
の
一
円
支
配
を
目
指
し

て
、
諸
衆
一
同
の
取
り
決
め
を
お
こ
な
っ
た
。

ま
ず
、
四
月
に
作
成
さ
れ
た
置
文
で
は
、
荘
務
に
関
し
て
大
検
注
を
行
い
、
寺
家
・
荘
家
の
興
隆
を
は
か
る
こ
と
、
荘
務
の
沙
汰
に
お

い
て
は
親
類
や
師
弟
関
係
な
ど
に
よ
る
私
曲
評
議
を
加
え
な
い
こ
と
、
阿
弖
河
荘
の
こ
と
に
つ
い
て
は
諸
衆
一
同
の
沙
汰
と
し
、
特
に
骨

張
（
張
本
人
）
を
立
て
な
い
こ
と
、
寺
僧
が
こ
の
沙
汰
を
乱
し
た
り
罪
を
犯
し
た
り
し
た
場
合
に
は
追
放
処
分
と
す
る
と
し
た
。
さ
ら
に
、

五
月
の
置
文
で
は
、
一
円
所
務
を
行
う
に
際
し
て
、
地
頭
を
名
乗
り
高
野
山
に
敵
対
す
る
者
が
、
荘
官
職
を
望
ん
だ
と
し
て
も
聞
き
入
れ

て
は
い
け
な
い
こ
と
、
地
頭
の
親
類
・
縁
者
と
同
宿
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
な
ど
、
地
頭
と
の
癒
着
を
規
制
す
る
取
り
決
め
が
な
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
金
剛
峯
寺
は
、
諸
衆
一
同
の
結
束
を
は
か
る
と
と
も
に
、
具
体
的
な
阿
弖
河
荘
の
支
配
方
針
を
決
め
、
阿
弖
河
荘
支
配
を
開
始

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
同
じ
く
四
月
に
は
、
湯
浅
浄
智
に
対
し
て
、
改
め
て
正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）
に
提
出
し
て
い
た
所
務
に
関
し
て
新
儀
非
法
を

行
わ
な
い
と
す
る
請
文
の
内
容
に
相
違
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
と
き
、
金
剛
峯
寺
は
浄
智
に
対
し
て
も
、「
嗷
嗷
の
沙
汰
」
を
ち
ら

つ
か
せ
て
再
度
の
誓
約
を
迫
っ
た
よ
う
で
、
浄
智
は
驚
き
な
が
ら
「
御
先
師
阿
闍
梨
御
房
の
時
に
請
文
を
進
上
し
て
お
り
、
今
更
相
違
は

な
い
。」
と
返
答
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
金
剛
峯
寺
の
動
き
は
、
こ
の
後
実
行
さ
れ
た
地
頭
排
除
の
実
力
行
使
の
準
備
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
年
の
六

月
、
上
荘
預
所
禅
海
・
下
荘
預
所
良
朝
、
そ
の
他
寺
僧
三
〇
名
が
、
毛
原
左
衛
門
入
道
父
子
、
名
手
野
上
三
郎
な
ど
周
辺
の
在
地
領
主
を

与
力
人
と
し
て
阿
弖
河
荘
に
乱
入
し
、
地
頭
湯
浅
氏
を
追
い
出
し
た
。

浄
智
は
す
ぐ
さ
ま
こ
の
寺
僧
に
よ
る
濫
妨
・
狼
藉
を
幕
府
に
提
訴
し
た
が
、
金
剛
峯
寺
は
こ
こ
に
本
格
的
に
地
頭
湯
浅
氏
を
阿
弖
河
荘

か
ら
排
除
す
べ
く
動
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

（
50
）

（
51
）

（
52
）

（
53
）

（
54
）



紀
伊
国
阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
（
続
篇
）（
伊
藤
・
鎌
倉
）

一
三

（
二
）
地
頭
湯
浅
氏
排
除
へ
む
け
た
動
き

嘉
元
二
年
六
月
、
浄
智
に
よ
る
訴
え
と
も
に
、
地
頭
湯
浅
西
仏
（
宗
親
）
も
、
打
ち
入
っ
た
寺
僧
・
与
力
人
の
交
名
を
作
成
し
、
幕
府

に
提
訴
し
た
。
こ
の
訴
状
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
幕
府
か
ら
下
さ
れ
た
御
教
書
に
対
し
て
、
金
剛
峯
寺
衆
徒
が
東
寺
長
者
に
事
情
を
説

明
し
た
請
文
案
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
金
剛
峯
寺
は
阿
弖
河
荘
を
当
山
領
と
し
て
承
認
す
る
院
宣
が
下
さ
れ
た
た
め
、
寺

家
一
円
領
の
傍
例
や
幕
府
が
地
頭
廃
止
を
認
め
た
先
例
に
の
っ
と
っ
て
、
地
頭
職
を
停
止
す
る
よ
う
関
東
に
訴
え
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
西
仏
は
、
こ
の
寺
訴
を
妨
げ
る
た
め
に
、
寺
僧
が
西
仏
の
身
を
追
い
出
し
神
木
を
立
て
武
家
役
を
押
妨
し
た
と
い
う
跡
形
も
な
い
謀

訴
を
行
っ
た
の
だ
と
説
明
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
金
剛
峯
寺
が
す
で
に
地
頭
排
除
を
求
め
る
幕
府
へ
の
提
訴
を
準
備
し
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
ま
た
こ
こ
で
は
、
浄
智
か
ら
の
乾
元
二
年
・
嘉
元
二
年
六
月
の
二
度
の
訴
状
が
高
野
山
側
に
届
い
て
い
な
か
っ
た
と
も
述
べ

て
お
り
、
離
山
閉
門
の
混
乱
に
よ
る
も
の
か
、
浄
智
の
訴
状
が
通
達
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
だ
が
、
金
剛
峯
寺
内
で
も
、

こ
の
と
き
に
阿
弖
河
荘
の
事
に
関
し
て
寺
家
の
若
輩
が
蜂
起
す
る
な
ど
少
な
か
ら
ず
混
乱
し
た
状
況
と
な
っ
て
い
た
。

金
剛
峯
寺
で
は
幕
府
訴
訟
を
は
じ
め
る
に
あ
た
っ
て
、
改
め
て
結
束
を
強
化
し
、
諸
衆
一
同
で
評
議
し
て
対
処
し
て
い
く
こ
と
を
約
し

た
一
味
契
状
を
作
成
し
た
。
こ
の
一
味
契
状
で
は
、「
諸
衆
一
同
之
評
議
」
や
「
満
寺
一
味
之
沙
汰
」
と
す
べ
き
と
の
表
現
が
多
く
使
用
さ

れ
、「
公
私
之
内
縁
」
や
「
秘
計
」
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
追
放
処
分
と
す
る
こ
と
な
ど
が
預
・
行
事
・
年
預
以
下
衆
徒
四
百

十
二
人
の
連
署
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
一
味
契
状
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
自
体
、
実
際
に
は
湯
浅
氏
側
と
の
縁
を
も
ち
「
満
寺
一
味
の
沙
汰
」
を
乱
す
動
き
が
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
実
際
に
上
村
預
所
で
あ
っ
た
禅
海
は
、
湯
浅
一
族
と
の
関
係
か
ら
賄
賂
や
内
通
を
疑
わ
れ
て
い
た
。

そ
れ
を
否
定
し
た
禅
海
の
起
請
文
に
よ
れ
ば
、
禅
海
は
、
湯
浅
党
の
田
仲
尾
藤
太
の
子
息
彦
太
郎
の
由
緒
に
よ
り
浄
智
と
親
子
の
関
係

に
あ
り
、
ま
た
浄
智
の
子
七
郎
兵
衛
尉
（
宗
村
）
と
も
師
弟
関
係
を
結
ん
で
い
た
。
そ
の
た
め
、
浄
智
請
文
か
ら
「
喧
嘩
」
の
二
文
字
を

消
し
、
湯
浅
氏
に
都
合
よ
く
改
竄
し
た
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
由
緒
因
縁
か
ら
浄
智
・
七
郎
兵
衛
（
宗
村
）
と
内
通
・
引

汲
し
た
り
、
西
仏
・
宗
保
等
、
地
頭
を
称
す
る
一
類
と
内
通
・
引
汲
し
た
り
す
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
禅
海
は
こ
れ

（
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ら
を
否
定
し
、
一
事
た
り
と
も
御
山
に
対
し
て
不
忠
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
起
請
文
に
よ
っ
て
誓
約
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

禅
海
が
湯
浅
氏
一
族
と
昵
近
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
高
橋
修
も
注
目
し
て
い
る
が
、
現
地
支
配
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
の

よ
う
に
地
頭
一
族
と
の
関
係
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
現
実
的
な
方
法
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
金
剛
峯
寺

衆
徒
は
、
そ
う
し
た
在
地
で
の
慣
例
に
基
づ
い
た
現
実
的
な
支
配
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
地
頭
の
完
全
な
る
排
除
を
目
指
し
て
い
た
。
こ

う
し
て
金
剛
峯
寺
に
よ
る
湯
浅
氏
排
除
の
幕
府
訴
訟
が
開
始
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

（
三
）
残
存
し
な
い
金
剛
峯
寺
に
対
す
る
訴
状
―
―
高
野
山
文
書
を
め
ぐ
る
課
題
―
―

さ
て
こ
こ
で
、
高
野
山
文
書
の
な
か
の
相
論
に
関
連
す
る
文
書
の
残
存
状
況
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

す
で
に
金
泰
虎
が
、
高
野
山
文
書
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
阿
弖
河
荘
文
書
に
は
寂
楽
寺
や
円
満
院
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
お

り
、
伝
達
経
路
を
明
確
に
し
な
い
ま
ま
研
究
に
取
り
組
む
こ
と
の
危
険
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
が
、
問
題
は
伝
達
経
路
だ
け
で
な
く
、

相
論
関
連
文
書
に
つ
い
て
も
、
高
野
山
文
書
内
に
残
っ
て
い
な
い
も
の
が
一
定
数
存
在
し
て
お
り
、
相
論
を
復
元
す
る
上
で
取
り
扱
い
に

注
意
が
必
要
で
あ
る
。

は
じ
め
に
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
特
に
建
治
後
の
相
論
に
関
連
す
る
文
書
に
お
い
て
は
、
金
剛
峯
寺
へ
の
訴
状
や
敗
訴
に
終
わ
っ
た
と

み
ら
れ
る
訴
訟
関
係
文
書
が
残
さ
れ
て
い
な
い
点
に
注
意
が
必
要
と
な
る
。
円
満
院
と
の
相
論
で
は
、
少
な
く
と
も
二
回
、
訴
状
が
出
さ

れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
残
存
し
て
い
な
い
。
ま
た
地
頭
湯
浅
氏
と
の
間
で
は
、
浄
智
に
よ
る
乾
元
二
年
・
嘉
元
二
年
の
二

度
の
訴
状
も
、
同
じ
く
嘉
元
二
年
の
西
仏
の
訴
状
も
残
さ
れ
て
い
な
い
。
案
文
も
残
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
金
剛
峯
寺
側
が
作

成
し
た
訴
状
は
案
文
・
土
代
、
具
書
案
な
ど
が
残
さ
れ
、
金
剛
峯
寺
の
訴
状
に
対
す
る
陳
状
も
案
が
残
存
し
て
い
る
。
金
剛
峯
寺
側
は
、

訴
え
ら
れ
て
も
そ
の
訴
訟
に
応
じ
る
の
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
が
訴
え
る
か
た
ち
を
一
貫
し
て
取
っ
て
お
り
、
訴
訟
に
対
す
る
姿
勢
が
う

か
が
え
る
が
、
文
書
の
保
管
に
関
し
て
も
、
金
剛
峯
寺
自
身
が
不
利
に
な
る
訴
状
や
判
決
に
つ
い
て
は
残
さ
な
い
方
針
で
あ
っ
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
文
書
残
存
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
に
検
証
が
必
要
で
あ
る
。

（
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一
五

年月日 出来事　（※は高野山文書内の文書の残存状況） 典拠

建治３年12月 寂楽寺の別当任快（法印）が阿弖河荘の公験を金剛
峯寺へ譲渡

阿242

弘安１年８月 金剛峯寺が阿闍梨勝秀を阿弖河荘の預所に補任 阿244

弘安６年以前 円満院（寂楽寺）が朝廷・六波羅に提訴（※訴状なし）阿299

弘安６年４月 金剛峯寺が琳舜房入寺真算を阿弖河上村の預所に補任 阿299、『高』
又続34-401

正応２年７月頃～
永仁４年８月頃

金剛峯寺と寂楽寺が元暦の下知状をめぐり相論　（※
訴状なし）

阿250、253、
268

乾元２年閏４月 湯浅宗家（浄智）が金剛峯寺の違乱・狼藉を提訴　
（※訴状なし）

阿303、304、
305

乾元２年６月９日
以前

金剛峯寺が離山閉門を計画 阿244

乾元２年６月９日 東寺長者に対して離山閉門を中止せよとの後宇多院
院宣が出る

阿276

乾元２年６月 金剛峯寺が三宝院遊蓮房阿闍梨を阿弖河上村の預所
に補任

阿277

嘉元１年８～９月 御手印縁起・弘仁官符の記載を認める院宣が出る 阿278、282

嘉元２年３月 円満院の避状と高野山による阿弖河荘の知行を認め
る後宇多院院宣が出る

阿284、287

嘉元２年６月 湯浅宗家（浄智）が金剛峯寺の違乱・狼藉を提訴　
（※訴状なし）

阿303、304、
305

嘉元２年６月 湯浅宗親（西仏）が金剛峯寺の寺僧らが阿弖河荘へ
打ち入ったことを提訴・交名を注進（※訴状なし）

阿292、294

嘉元２年８月18日 金剛峯寺の寺僧良祐が阿弖河荘の訴訟に使用する文
書を準備

阿297

嘉元２年10月 金剛峯寺が湯浅宗家（浄智）による「一事両様」の
訴訟を提訴　（※訴状あり）

阿303、304、
305

嘉元２年12月16日以
降～嘉元３年５月

金剛峯寺が地頭湯浅氏一族の排除を要求し提訴　（※
訴状あり）

阿306、308、
309

嘉元３年６月 金剛峯寺の訴訟準備のため鎌倉で上村預所の禅海が
奔走

阿291

嘉元４年８月16日 幕府から湯浅宗家・宗村に対して弁明催促の召文が
出される　（※召文あり）

阿310

徳治２年８月 地頭湯浅氏が陳状を提出　（※陳状あり） 阿314

徳治３年１月22日 禅海が阿弖河荘の訴訟に使用した文書を返却 阿297
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一
六

四
　
本
格
化
す
る
地
頭
排
除
の
法
廷
闘
争
と
金
剛
峯
寺
の
劣
勢

金
剛
峯
寺
で
は
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
八
月
、
幕
府
に
地
頭
湯
浅
氏
を
訴
え
る
た
め
の
関
係
文
書
が
取
り
出
さ
れ
る
な
ど
、
訴
訟
の

準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
金
剛
峯
寺
は
浄
智
か
ら
二
度
、
西
仏
か
ら
の
訴
状
も
含
め
て
三
度
、
湯
浅
氏
か
ら
訴
状

が
出
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
金
剛
峯
寺
は
、
訴
え
ら
れ
た
裁
判
に
応
じ
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
み
ず
か
ら
が
提
訴
し
て
地
頭
と
の
裁
判
を

お
こ
な
お
う
と
し
た
。

嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
一
〇
月
一
四
日
、
金
剛
峯
寺
は
ま
ず
、
乾
元
二
年
・
嘉
元
二
年
の
浄
智
か
ら
の
提
訴
は
、
同
じ
内
容
で
二
度

訴
え
を
起
こ
し
た
「
一
事
両
様
」
の
訴
訟
で
あ
る
と
し
て
、
訴
訟
を
一
件
に
寄
せ
る
よ
う
幕
府
に
訴
状
を
提
出
し
た
。
嘉
元
二
年
時
の
担

当
奉
行
人
で
あ
っ
た
飯
尾
六
郎
頼
定
は
、
そ
の
日
の
う
ち
に
二
件
の
訴
訟
を
ま
と
め
て
審
理
す
べ
く
、
乾
元
二
年
時
の
奉
行
人
で
あ
る
津

戸
出
羽
入
道
尊
円
に
金
剛
峯
寺
の
訴
状
を
申
し
渡
し
た
。
そ
の
三
日
後
の
一
七
日
、
金
剛
峯
寺
は
、
浄
智
・
西
仏
・
定
春
ら
が
一
事
両
様

の
訴
訟
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
咎
に
よ
り
彼
ら
を
罪
科
に
処
す
よ
う
求
め
る
訴
状
を
提
出
し
た
。
そ
し
て
一
〇
日

余
り
過
ぎ
た
同
月
二
九
日
、
金
剛
峯
寺
は
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
、
一
事
両
様
は
明
ら
か
な
の
に
ど
う
し
て
御
猶
予
し
て
い
る
の
か
、
と

庭
中
奉
行
に
訴
え
た
。
幕
府
奉
行
人
は
、
金
剛
峯
寺
か
ら
の
訴
え
に
す
ぐ
さ
ま
浄
智
訴
訟
を
一
件
と
す
る
手
続
き
は
と
っ
た
も
の
の
、
金

剛
峯
寺
の
訴
え
を
取
り
上
げ
る
の
に
は
慎
重
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
よ
う
や
く
一
二
月
一
六
日
に
開
か
れ
た
御
評
定
で
、「
宗
光
承
元
四
年
賜
御
下
知
之
後
、
高
野
山
不
申
子
細
之
上
者
、
不
及
御
沙

汰
」
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
、
湯
浅
宗
光
が
阿
弖
河
荘
地
頭
に
任
じ
ら
れ
た
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
以
後
金
剛
峯
寺
は
訴
え
な
か
っ
た

と
し
て
、
訴
え
は
棄
却
さ
れ
た
。

金
剛
峯
寺
は
な
お
も
引
き
下
が
ら
ず
、
改
め
て
「
地
頭
湯
浅
兵
衛
尉
宗
光
跡
と
称
す
る
輩
等
」
を
排
除
す
る
よ
う
求
め
て
内
奏
を
お
こ

な
い
、
さ
ら
に
二
度
内
容
を
添
削
し
て
訴
状
を
作
成
し
て
幕
府
に
提
出
し
た
。
金
剛
峯
寺
は
、
大
師
御
手
印
縁
起
や
空
海
の
御
遺
告
を
引

用
し
、
阿
弖
河
荘
が
旧
領
で
あ
る
こ
と
を
前
面
に
押
し
出
し
て
地
頭
を
否
定
す
る
主
張
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
前
訴
が
棄
却
さ
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紀
伊
国
阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
（
続
篇
）（
伊
藤
・
鎌
倉
）

一
七

れ
た
こ
と
に
対
し
て
も
、
平
惟
仲
押
領
に
よ
っ
て
他
門
管
領
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
間
に
も
金
剛
峯
寺
か
ら
の
訴
え
に

よ
り
元
暦
元
年
に
は
右
大
将
家
御
下
知
を
給
わ
っ
た
こ
と
、
当
山
領
は
貞
応
・
嘉
禄
に
新
補
地
頭
停
止
の
御
下
知
も
下
さ
れ
て
い
る
こ
と

な
ど
を
主
張
し
、
金
剛
峯
寺
領
で
は
地
頭
知
行
の
年
紀
や
安
堵
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
訴
え
た
。

し
か
し
こ
の
後
も
、
訴
訟
は
ま
っ
た
く
進
展
し
な
か
っ
た
。
翌
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
六
月
、
上
荘
預
所
の
禅
海
は
鎌
倉
で
、
幕
府

に
訴
訟
を
取
り
上
げ
て
も
ら
う
た
め
奔
走
し
て
い
た
。
禅
海
か
ら
金
剛
峯
寺
の
年
預
に
送
っ
た
六
月
一
〇
日
付
け
の
書
状
が
残
さ
れ
て
い

る
。
鎌
倉
で
は
、
疫
病
の
流
行
に
よ
り
病
死
す
る
も
の
が
多
く
、
さ
ら
に
長
雨
に
よ
っ
て
山
崩
れ
も
起
こ
る
な
ど
の
災
害
も
発
生
し
、
ま

た
五
月
に
は
、「
駿
州
（
宗
方
）
妖
亡
」、
す
な
わ
ち
北
条
時
村
を
暗
殺
し
た
北
条
宗
方
が
貞
時
に
よ
っ
て
誅
殺
さ
れ
る
事
件
（
嘉
元
の
乱
）

が
起
こ
り
、
混
乱
し
た
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
御
評
定
は
山
中
別
邸
に
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
有
名
無
実
で
あ
り
、
大
訴
が
で
き

る
状
況
で
は
な
い
こ
と
、
な
ん
と
か
御
挙
状
を
奉
行
に
は
付
し
た
が
、
世
間
の
物
騒
や
内
縁
の
禁
忌
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
事
が
運
ば
な

い
状
態
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
禅
海
は
訴
訟
が
難
治
で
あ
る
こ
と
を
く
り
返
し
な
が
ら
、「
こ
の
訴
訟
が

所
務
に
懸
け
ら
れ
た
ら
正
体
な
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
ち
ら
の
所
存
で
は
な
い
。
く
り
返
し
地
頭
を
退
け
る
よ
う
訴
え
る
」
と
述
べ
て
お
り
、

こ
の
訴
訟
が
所
務
沙
汰
に
懸
け
ら
れ
て
し
ま
っ
て
は
意
味
が
無
く
、
検
断
沙
汰
に
懸
け
て
地
頭
を
廃
止
す
る
こ
と
が
こ
の
訴
訟
の
目
的
で

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
金
剛
峯
寺
と
し
て
は
地
頭
と
妥
協
し
て
支
配
を
実
現
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
地
頭
を
排
除
す
る
こ

と
が
目
指
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
か
ら
一
年
以
上
経
っ
た
嘉
元
四
年
（
一
三
九
七
）
八
月
、
よ
う
や
く
金
剛
峯
寺
の
訴
状
が
受
理
さ
れ
、
地
頭
湯
浅
氏
に
訴
状
と
具

書
が
示
さ
れ
、
陳
弁
を
求
め
る
御
教
書
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
湯
浅
氏
側
は
徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）
八
月
に
陳
状
を
提
出
し
た
。

地
頭
湯
浅
氏
側
の
陳
状
も
、
よ
く
練
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
、
金
剛
峯
寺
の
主
張
を
覆
す
に
十
分
な
証
拠
を
そ
ろ
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

大
師
御
手
印
縁
起
の
旧
領
の
な
か
に
は
、
金
剛
峯
寺
が
知
行
し
て
お
ら
ず
他
権
門
領
と
な
っ
て
い
る
所
領
が
九
ヶ
所
あ
る
こ
と
、
ま
た
金

剛
峯
寺
の
当
知
行
の
内
に
重
代
御
家
人
が
所
職
を
も
っ
て
い
る
荘
園
が
二
ヶ
所
あ
る
こ
と
、
そ
の
ほ
か
他
人
が
知
行
し
て
い
る
所
も
数
カ

所
あ
る
こ
と
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
領
の
詳
細
も
記
し
な
が
ら
反
論
を
お
こ
な
い
、
阿
弖
河
荘
地
頭
職
に
つ
い
て
は
、
永
仁
六
年
に
幕
府
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第
五
一
八
―
九
号
　
二
〇
二
二
年
三
月

一
八

か
ら
「
可
安
堵
本
職
」
と
の
下
知
状
を
給
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
正
当
性
を
述
べ
た
。

こ
れ
以
降
、
裁
判
の
記
録
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
鎌
倉
で
訴
訟
に
あ
た
っ
て
い
た
禅
海
が
徳
治
三
年
（
一
三
〇
八
）
正
月
二
二
日
に
訴

訟
の
証
拠
書
類
と
し
て
使
用
し
た
文
書
を
返
納
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
と
き
ま
で
に
は
訴
訟
は
終
結
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

結
局
金
剛
峯
寺
は
、
幕
府
訴
訟
に
お
い
て
も
地
頭
湯
浅
氏
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
御
手
印
縁
起
は
対
湯
浅
氏
訴
訟
に
お

い
て
も
、
湯
浅
氏
が
現
実
的
に
築
い
て
き
た
紀
伊
国
に
お
け
る
幕
府
御
家
人
と
し
て
の
政
治
的
立
場
の
ま
え
に
、
そ
の
効
力
を
発
揮
で
き

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

金
剛
峯
寺
は
寂
楽
寺
か
ら
立
券
文
書
を
獲
得
し
て
以
降
、
実
際
に
阿
弖
河
荘
に
対
し
て
ど
の
程
度
支
配
を
実
現
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

先
に
み
た
よ
う
に
、
金
剛
峯
寺
は
建
治
三
年
に
文
書
を
得
る
と
す
ぐ
に
預
所
を
任
命
し
て
阿
弖
河
荘
支
配
に
乗
り
出
し
た
か
の
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
し
、
最
初
の
弘
安
元
年
の
勝
算
任
命
の
後
、
同
六
年
に
は
訴
訟
に
功
績
が
あ
っ
た
と
し
て
真
算
に
替
え
、
永
代
門
跡
の
相
伝

を
承
認
す
る
と
し
な
が
ら
、
乾
元
二
年
に
は
、
こ
れ
も
ま
た
訴
訟
に
功
績
が
あ
っ
た
と
し
て
三
宝
院
遊
蓮
房
阿
闍
梨
に
替
え
て
い
る
、
そ

の
後
、
嘉
元
二
年
に
は
禅
海
が
上
荘
預
所
と
な
っ
て
お
り
、
禅
海
は
鎌
倉
に
て
訴
訟
の
た
め
奔
走
し
て
い
た
。
ま
た
下
荘
預
所
に
は
嘉
元

二
年
に
は
良
朝
が
、
そ
の
後
空
達
房
が
一
期
の
間
任
じ
ら
れ
た
が
結
局
「
不
知
行
」
の
た
め
請
文
は
返
却
さ
れ
た
。
預
所
を
任
命
し
て
も
、

実
質
的
な
荘
園
支
配
・
経
営
は
実
現
で
き
て
お
ら
ず
、
預
所
は
実
質
的
に
は
訴
訟
担
当
者
と
し
て
任
命
さ
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
っ
た
。

湯
浅
氏
と
の
相
論
に
敗
れ
た
後
の
も
の
と
し
て
、
高
野
山
文
書
の
な
か
に
は
、「
え
ん
慶
二
年
五
月
日
」
と
判
読
さ
れ
て
い
る
阿
弖
河
荘

預
下
文
案
が
あ
る
。
預
所
の
袖
判
が
据
え
ら
れ
、
百
姓
に
対
し
て
在
家
内
田
畠
山
野
を
保
と
う
と
す
る
者
は
在
家
公
事
夫
役
を
勤
め
る
こ

と
、
在
家
田
畠
の
質
入
・
売
買
な
ど
に
つ
い
て
の
非
法
停
止
の
命
令
を
下
し
て
い
る
。
こ
れ
が
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）
の
も
の
で
あ
れ

ば
、
金
剛
峯
寺
領
と
し
て
の
預
所
の
支
配
を
示
す
文
書
と
な
る
が
、
こ
の
文
書
の
紙
背
は
、
正
嘉
頃
（
一
二
五
七
～
五
九
）
と
み
ら
れ
る
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紀
伊
国
阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
（
続
篇
）（
伊
藤
・
鎌
倉
）

一
九

「
む
ま
殿
」（
馬
入
道
願
蓮
）
宛
て
の
宗
範
消
息
で
、
本
来
寂
楽
寺
も
し
く
は
円
満
院
に
あ
っ
た
文
書
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
預
所

下
文
の
内
容
も
円
満
院
の
直
務
支
配
の
頃
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
年
号
の
判
読
に
つ
い
て
も
不
審
が
あ
る
が
、
い
ま
は
確
定
的

な
こ
と
は
言
え
ず
、
こ
の
史
料
の
解
釈
に
つ
い
て
は
後
考
を
俟
つ
こ
と
と
し
た
い
。
こ
の
他
に
は
、
高
野
山
文
書
の
な
か
に
金
剛
峯
寺
に

よ
る
現
地
経
営
を
示
す
文
書
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
阿
弖
河
荘
は
応
永
七
年
（
一
四
〇
〇
）
ま
で
金
剛
峯
寺
領
と
し
て
当
知
行
地
と
さ
れ

て
い
た
が
、
目
指
し
て
い
た
直
務
支
配
は
実
現
し
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
な
ぜ
金
剛
峯
寺
は
全
山
あ
げ
て
阿
弖
河
荘
の
獲
得
と
地
頭
排
除
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

そ
れ
は
や
は
り
阿
弖
河
荘
が
御
手
印
縁
起
に
お
い
て
旧
領
の
南
堺
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
き
る
だ
ろ
う
。
阿
弖
河
荘
を
金
剛
峯
寺
領
と

す
る
こ
と
が
、
御
手
印
縁
起
の
旧
領
四
至
を
実
体
化
し
、
そ
の
効
力
を
発
揮
さ
せ
て
旧
領
四
至
内
の
他
の
荘
園
獲
得
す
る
足
が
か
り
と
な

る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

金
剛
峯
寺
は
こ
の
後
、
元
弘
二
年
（
一
三
三
二
）
に
も
、
阿
弖
河
荘
関
連
の
文
書
に
つ
い
て
、「
寺
領
村
々
地
頭
職
停
止
事
」
と
あ
る
将

軍
家
下
文
や
、
地
頭
免
除
の
下
文
な
ど
の
確
認
を
し
て
お
り
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
、
地
頭
排
除
の
可
能
性
を
模
索
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
そ
し
て
、
翌
年
、
鎌
倉
幕
府
が
滅
亡
す
る
と
、
元
弘
三
年
一
〇
月
八
日
、「
高
野
山
四
至
内
所
領
等
事
、
任
弘
仁
官
符
・
承
和
縁

起
、
所
寄
附
金
剛
峯
寺
也
、
永
代
領
知
不
可
有
相
違
」
と
す
る
後
醍
醐
天
皇
の
綸
旨
（
元
弘
の
勅
裁
）
を
獲
得
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
御

手
印
縁
起
の
四
至
内
は
ほ
ぼ
金
剛
峯
寺
領
と
な
っ
た
。
し
か
し
金
剛
峯
寺
の
御
手
印
縁
起
を
用
い
た
旧
領
回
復
運
動
が
、
基
本
的
に
は
王

権
の
主
体
的
発
動
と
し
て
の
徳
政
政
策
に
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
白
井
克
浩
の
見
解
が
あ
り
、
ま
た
後
醍
醐
天
皇
の
「
元
弘

の
勅
裁
」
も
、
後
醍
醐
天
皇
側
の
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
り
御
手
印
縁
起
の
効
力
を
疑
問
視
す
る
松
永
勝
巳
の
見
解
が
あ
る
。
阿
弖
河
荘

の
旧
領
回
復
訴
訟
の
実
態
か
ら
明
ら
か
と
な
る
の
も
、
御
手
印
縁
起
自
体
が
効
力
を
発
揮
し
寺
領
化
が
実
現
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
寺
領

化
実
現
後
、
金
剛
峯
寺
は
御
手
印
縁
起
を
最
大
限
利
用
し
て
地
頭
排
除
に
臨
む
が
、
そ
れ
も
結
局
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
だ
が
現
実
に
は
御
手
印
縁
起
の
効
力
は
限
定
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
阿
弖
河
荘
寺
領
化
と
地
頭
排
除
に
向
け
た
全
山
一
致
の
旧
領

回
復
運
動
が
、
金
剛
峯
寺
の
権
力
構
造
の
確
立
や
膝
下
荘
園
確
保
に
向
け
た
動
向
に
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
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五
一
八
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九
号
　
二
〇
二
二
年
三
月

二
〇

の
阿
弖
河
荘
回
復
訴
訟
は
そ
の
点
か
ら
評
価
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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人
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―
」（
山
陰
加
春
夫
編
『
き
の
く
に
荘
園
の
世
界
』）
上
巻
、
清
文
堂
、
二
〇
〇
〇

年
）、
同
「
阿
弖
川
荘
」（
網
野
善
彦
他
編
『
講
座
日
本
荘
園
史
８
近
畿
地
方
の
荘
園
Ⅲ
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）。
同
「
書
評　

小
山
靖

憲
著
『
中
世
寺
社
と
荘
園
制
』」（『
日
本
史
研
究
』
四
五
七
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
も
高
橋
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）	

小
山
靖
憲
「
高
野
山
御
手
印
縁
起
の
成
立
」（『
中
世
寺
社
と
荘
園
制
』
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
所
収
、
初
出
は
一
九
八
七
年
、
小
山
「
高
野
山

御
手
印
縁
起
と
荘
園
制
」（
同
前
、
初
出
は
一
九
八
八
年
）。

（
6
）	

山
陰
加
春
夫
『
中
世
寺
院
と
「
悪
党
」』（
清
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）、
同
『
新
編
中
世
高
野
山
史
の
研
究
』（
清
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）。
金
泰
虎

「
高
野
山
の
御
手
印
縁
起
に
つ
い
て
」（『
東
ア
ジ
ア
研
究
』
第
一
五
号
、
一
九
九
七
年
）。
松
永
勝
巳
「
遺
告
と
し
て
の
高
野
山
御
手
印
縁
起
」

（『
史
学
研
究
集
録
』
二
五
号
、
二
〇
〇
〇
年
、
同
「
高
野
山
旧
領
回
復
運
動
の
展
開
」（『
国
史
学
』
一
七
四
号
、
二
〇
〇
一
年
）。
白
井
克
浩

「
高
野
山
の
旧
領
回
復
運
動
と
神
領
興
行
法
」（『
年
報
中
世
史
研
究
』
二
七
号
、
二
〇
〇
二
年
）。
海
津
一
朗
「
高
野
山
御
手
印
縁
起
と
中
世
国

家
」（『
紀
州
経
済
史
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
三
八
号
、
二
〇
一
七
年
、
同
「
後
醍
醐
に
よ
る
「
御
手
印
縁
起
」
の
制
作
」（『
和
歌
山
大
学
教
育

学
部
紀
要　

人
文
科
学
』
第
六
九
集
、
二
〇
一
九
年
）
な
ど
。

（
7
）	

海
津
『
蒙
古
襲
来
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
、
同
「
紀
伊
国
一
宮
興
行
と
高
野
山
旧
領
回
復
」（『
巨
大
開
発
進
展
地
の
地
域
社
会
の
形
成

と
変
貌
に
関
す
る
歴
史
的
総
合
的
研
究
』
和
歌
山
大
学
紀
州
経
済
史
文
化
史
研
究
所
、
一
九
九
九
年
）、
同
「
天
野
丹
生
神
社
の
古
文
書
に
つ
い

て
」（『
紀
伊
国
天
野
郷
現
地
調
査
報
告
』
和
歌
山
大
学
海
津
研
究
室
、
一
九
九
九
年
）、「
永
仁
の
「
紀
州
御
合
戦
」
考
―
悪
党
の
時
代
と
評
価

を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
相
剋
の
中
世
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）、
海
津
一
朗
『
新　

神
風
と
悪
党
の
世
紀
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
一
八
年
）。

（
8
）	

訴
状
が
残
存
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
白
井
克
浩
注
６
論
文
に
も
「
旧
領
回
復
」
を
め
ぐ
る
建
保
相
論
関
係
文
書
群
に
は
、
金
剛
峯
寺

が
勝
訴
し
た
野
川
郷
民
等
の
狼
藉
関
係
の
も
の
し
か
残
存
し
て
お
ら
ず
、
金
剛
峯
寺
が
敗
訴
し
た
訴
訟
に
関
す
る
も
の
が
意
図
的
に
失
わ
れ
て

い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）	

ま
た
本
稿
で
は
『
高
野
春
秋
編
年
輯
録
』（
以
下
『
高
野
春
秋
』
と
略
記
）
も
部
分
的
に
参
考
と
し
た
い
。『
高
野
春
秋
』
は
江
戸
時
代
に
高
野



紀
伊
国
阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
（
続
篇
）（
伊
藤
・
鎌
倉
）

二
一

山
の
学
僧
春
潮
房
懐
英
が
編
纂
し
た
高
野
山
の
編
年
史
で
、
高
野
山
側
の
視
点
で
恣
意
的
に
史
料
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
く
あ
り

注
意
が
必
要
だ
が
、
現
在
で
は
失
わ
れ
て
い
る
文
書
を
引
用
し
て
い
た
り
、
当
時
の
文
書
配
列
を
も
と
に
考
察
し
て
い
た
り
す
る
な
ど
、
使
い

方
に
よ
っ
て
は
有
益
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
10
）	
小
山
注
5
論
文
。

（
11
）	
阿
補
遺
七
。
仲
村
研
編
『
紀
伊
国
阿
弖
河
荘
史
料
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
）
所
収
の
文
書
に
つ
い
て
は
「
阿
＋
番
号
」
で
示
す
。
な
お

阿
弖
河
荘
関
係
文
書
に
つ
い
て
は
、
注
１
、
２
論
文
お
よ
び
本
稿
巻
末
の
文
書
目
録
を
参
照
。
な
お
本
論
文
で
用
い
た
高
野
山
文
書
に
つ
い
て

は
す
べ
て
『
宝
簡
集
・
続
宝
簡
集
・
又
続
宝
簡
集
』
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
で
写
真
を
確
認
し
た
。

（
12
）	

阿
補
遺
八
。
赤
松
俊
秀
「
高
野
山
御
手
印
縁
起
に
つ
い
て
」（『
続
鎌
倉
仏
教
の
研
究
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
八
年
）、
仲
村
研
前
掲
注
３
論
文
。

金
泰
虎
前
掲
注
６
論
文
。
な
お
、
赤
松
の
十
一
世
紀
初
頭
成
立
説
を
支
持
す
る
研
究
と
し
て
は
、
武
内
孝
善
「
御
手
印
縁
起
の
成
立
年
代
に
つ
い

て
」（『
密
教
学
研
究
』
二
七
号
、
一
九
九
五
年
）、
上
島
享
「
本
願
手
印
起
請
の
成
立
」（『
鎌
倉
遺
文
研
究
』
三
五
号
、
二
〇
一
五
年
）
が
あ
る
。

（
13
）	

阿
一
九
。

（
14
）	

治
承
四
年
一
二
月
日
高
倉
院
庁
下
文
（『
高
野
山
文
書
』
続
宝
簡
集
四
六
―
三
八
三
）。

（
15
）	

阿
二
八
、
二
九
、
三
〇
。

（
16
）	

阿
三
二
、
三
六
。

（
17
）	

阿
三
七
、『
吾
妻
鏡
』
元
暦
元
年
七
月
二
日
条
。

（
18
）	

阿
二
五
〇
、
今
江
広
道
「
紀
伊
国
阿
弖
河
荘
の
伝
領
関
係
」（『
書
陵
部
紀
要
』
一
五
号
、
一
九
六
三
年
）。

（
19
）	

阿
四
四
、
四
五
。

（
20
）	

阿
七
三
、
七
四
、
七
五
。（
承
久
元
年
）
一
二
月
一
八
日
後
鳥
羽
上
皇
院
宣
案
（『
高
野
山
文
書
』
宝
簡
集
四
八
―
五
六
〇
）。
白
井
注
６
論
文
。

（
21
）	

阿
九
四
。

（
22
）	

阿
一
二
四
、
一
二
五
、
一
二
六
。

（
23
）	

白
井
注
６
論
文
。

（
24
）	

阿
二
三
六
。

（
25
）	

阿
二
三
九
。

（
26
）	

阿
七
。

（
27
）	

詳
細
は
注
２
論
文
を
参
照
の
こ
と
。

（
28
）	

阿
二
四
二
。

（
29
）	

阿
二
四
四
。



人
文
学
報 

第
五
一
八
―
九
号
　
二
〇
二
二
年
三
月

二
二

（
30
）	

阿
二
九
九
。
後
欠
部
は
『
高
野
山
文
書
』
又
続
宝
簡
集
三
四
―
四
〇
一
。

（
31
）	

阿
二
五
〇
。

（
32
）	

阿
二
五
三
。

（
33
）	
海
津
注
７
論
文
。
弘
安
八
年
九
月
日
高
野
山
検
校
注
進
状
写
（
宝
寿
院
文
書
）。

（
34
）	
阿
二
六
八
。

（
35
）	
阿
二
五
八
。

（
36
）	

高
橋
修
『
中
世
武
士
団
と
地
域
社
会
』（
清
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
37
）	

仲
村
が
根
拠
と
し
た
の
は
、
正
応
四
年
一
〇
月
五
日
湯
浅
定
仏
起
請
文
（
阿
二
六
二
）
で
あ
る
が
、
定
仏
が
荘
官
職
を
所
持
し
て
い
た
の
は
真

国
荘
や
河
上
荘
で
あ
り
、
こ
の
起
請
文
は
阿
弖
河
荘
の
も
の
で
は
な
い
可
能
性
が
高
い
（『
高
野
春
秋
』
正
応
四
年
一
〇
月
五
日
条
（
阿
二
六

三
）、
嘉
元
二
年
一
〇
月
一
三
日
沙
弥
定
仏
田
地
譲
状
（『
高
野
山
文
書
』
続
宝
簡
集
六
六
―
六
八
八
）、
建
武
元
年
九
月
二
日
河
上
荘
預
所
方
雑

掌
職
請
文
（
阿
三
三
六
）、
高
橋
修
「
湯
浅
党
の
構
成
」（
前
掲
注
36
著
書
））。

（
38
）	

小
山
靖
憲
注
７
論
文
。

（
39
）	

山
陰
加
春
夫
「「
高
野
合
戦
」
攷
」（『
中
世
寺
院
と
「
悪
党
」』
清
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
所
収
、
初
出
は
一
九
九
八
年
）。
海
津
一
朗
「
永
仁
の

「
紀
州
御
合
戦
」
考
―
悪
党
の
時
代
と
評
価
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
佐
藤
和
彦
先
生
退
官
記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会
編
『
相
剋
の
中
世
』
東
京
堂
出

版
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
40
）	

山
陰
注
39
論
文
。

（
41
）	

阿
三
一
四
。

（
42
）	

阿
三
〇
三
、
三
〇
四
、
三
〇
五
。

（
43
）	

阿
二
七
七
。

（
44
）	

た
だ
し
嘉
元
二
年
七
月
一
三
日
高
野
山
衆
徒
請
文
案
（
阿
二
九
四
）
に
よ
れ
ば
、
地
頭
湯
浅
氏
か
ら
の
「
本
解
・
第
二
度
状
、
武
家
御
文
」
は

本
所
に
付
さ
れ
ず
、
第
三
度
の
状
が
初
め
て
来
た
と
述
べ
て
い
る
。
第
三
度
の
状
と
は
湯
浅
左
衛
門
入
道
西
仏
代
宗
保
の
訴
状
を
指
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
そ
の
前
の
二
度
の
訴
状
と
は
、
阿
三
〇
三
・
三
〇
四
・
三
〇
五
に
見
え
る
乾
元
二
年
閏
四
月
日
、
嘉
元
二
年
六
月
日
の
湯
浅
浄
智

の
訴
状
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
主
張
が
正
し
け
れ
ば
、
浄
智
の
訴
状
は
す
ぐ
に
は
高
野
山
に
は
通
達
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も

あ
る
。

（
45
）	

阿
二
四
四
（
第
二
条
目
ま
で
、
後
欠
）。
こ
の
文
書
は
、
弘
安
元
年
八
月
日
衆
徒
契
状
・
請
文
と
貼
り
継
が
れ
て
お
り
、『
大
日
本
古
文
書　

高

野
山
文
書
』・『
紀
伊
国
阿
弖
河
荘
史
料
』
で
は
そ
の
ま
ま
翻
刻
が
な
さ
れ
て
い
る
が
第
一
紙
と
第
二
紙
は
別
文
書
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
文
書

は
後
欠
と
な
る
た
め
年
月
日
は
不
明
だ
が
、
訴
訟
の
経
緯
か
ら
考
え
て
、
乾
元
二
年
（
一
三
〇
三
）
段
階
以
外
に
は
想
定
で
き
な
い
。



紀
伊
国
阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
（
続
篇
）（
伊
藤
・
鎌
倉
）

二
三

（
46
）	

阿
二
七
六
。

（
47
）	

阿
二
七
八
。

（
48
）	
阿
二
七
九
、
二
八
一
。

（
49
）	
阿
二
八
四
、
二
八
七
。

（
50
）	
阿
二
八
八
。

（
51
）	

阿
二
九
〇
。

（
52
）	

阿
二
八
九
。

（
53
）	

阿
二
五
八
。

（
54
）	

阿
二
九
二
、
三
〇
三
、
三
〇
五
。

（
55
）	

阿
二
九
四
。

（
56
）	

阿
二
九
五
。

（
57
）	

阿
二
九
六
。

（
58
）	

阿
二
九
三
。

（
59
）	

金
泰
虎
「
阿
弖
河
庄
に
お
け
る
庄
務
権
と
文
書
」（『
人
文
論
叢
』
二
三
、
一
九
九
四
年
）。

（
60
）	

阿
二
九
七
。

（
61
）	

阿
三
〇
五
。

（
62
）	

阿
三
〇
二
。

（
63
）	

阿
三
〇
三
。

（
64
）	

阿
三
〇
四
。

（
65
）	

阿
三
〇
六
、
三
〇
八
、
三
〇
九
。

（
66
）	

阿
三
〇
六
。

（
67
）	

阿
三
〇
八
、
三
〇
九
。

（
68
）	

阿
二
九
一
。

（
69
）	

阿
三
一
〇
。

（
70
）	

阿
三
一
四
。

（
71
）	

阿
二
九
七
。

（
72
）	

阿
二
七
七
。



人
文
学
報 

第
五
一
八
―
九
号
　
二
〇
二
二
年
三
月

二
四

（
73
）	

嘉
元
三
年
八
月
日
金
剛
峯
寺
御
影
堂
奉
納
文
書
新
定
目
録
下
（『
高
野
山
文
書
』
続
宝
簡
集
六
二
―
五
一
三
）。

（
74
）	

阿
三
一
六
。
な
お
、
海
津
一
朗
は
「
徳
政
の
流
れ　

仏
神
か
ら
経
済
へ
」（
村
井
章
介
編
『
日
本
の
時
代
史
10　

南
北
朝
の
動
乱
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
三
年
）
に
お
い
て
、
こ
の
文
書
を
「
本
在
家
徳
政
令
と
も
呼
ぶ
べ
き
本
所
法
」
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
こ
の
第
三
項
目
に
は
「
在
家
田

畠
山
野
ヲ
せ
う
の
か
た
ニ
取
た
る
物
、
皆
本
在
家
ニ
返
と
ら
す
へ
し
」
と
あ
る
が
、
基
本
的
に
そ
の
内
容
は
在
家
公
事
・
夫
役
・
綿
の
弁
済
に

か
か
る
取
り
決
め
で
あ
る
。
本
文
中
に
述
べ
た
よ
う
に
、
文
字
、
文
書
の
伝
来
な
ど
か
ら
も
、
延
慶
二
年
の
金
剛
峯
寺
支
配
下
の
も
の
と
す
る

に
は
疑
問
も
あ
る
が
、
明
確
な
見
解
を
示
す
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
た
め
、
海
津
の
見
解
に
対
し
て
は
、
こ
こ
で
は
判
断
を
保
留
し
て
お
き

た
い
。

（
75
）	

阿
三
二
四
。

（
76
）	『
高
野
春
秋
』
元
弘
三
年
一
〇
月
八
日
条
。

（
77
）	

白
井
注
６
論
文
。

（
78
）	

松
永
注
６
論
文
。



紀
伊
国
阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
（
続
篇
）（
伊
藤
・
鎌
倉
）

二
五

阿
弖
川
荘
関
係
史
料
目
録
（
三
）

和
暦

西
暦

月
日

文
　
　
書
　
　
名

原
出
典
（
※
1）

阿
弖
河
荘
	

史
料（
※
2）

遺
文

備
　
考

223
嘉
元
2

1304
6

阿
弖
河
荘
悪
行
人
交
名
注
文

『
高
』
又
続
57 -1142

292
鎌
21879

224
嘉
元
2

1304
7
11
阿
弖
河
上
荘
預
所
禅
海
起
請
文

『
高
』
宝
33 -424

293
鎌
21892

225
嘉
元
2

1304
7
13
高
野
山
衆
徒
請
文
土
代

『
高
』
又
続
79 -1454

294
鎌
21893

226
嘉
元
2

1304
7
22
権
少
僧
都
頼
成
書
状

『
高
』
又
続
78 -1396

295
鎌
21911

227
嘉
元
2

1304
7

金
剛
峯
寺
衆
徒
一
味
契
状

『
高
』
宝
70 -820

296
鎌
21922

228
嘉
元
2

1304
8
18
阿
弖
河
荘
文
書
取
出
目
録

『
高
』
又
続
57 -1143

297
鎌
21949

徳
治
3年
1月
22日

の
禅
海
に
よ
る
追
筆
あ
り
。

229
嘉
元
2

1304
9
25
九
月
二
十
五
日
条

高
野
春
秋
編
年
輯
録
巻
第
九

298
な
し

230
嘉
元
2

1304
10

十
月
条

高
野
春
秋
編
年
輯
録
巻
第
九

298
な
し

231
嘉
元
2

1304
10

9
代
官
み
つ
い
ゑ
書
状

『
高
』
宝
16 -205

300
鎌
22012

232
嘉
元
2

1304
10

14
高
野
山
衆
徒
申
状
案

『
高
』
又
続
79 -1455

305
鎌
22017

233
嘉
元
2

1304
10

14
飯
尾
頼
定
等
連
署
与
奪
状
案

『
高
』
又
続
57 -1148

302
鎌
22016

234
嘉
元
2

1304
10

17
高
野
山
衆
徒
申
状
案

『
高
』
宝
33 -425

303
鎌
22021

235
嘉
元
2

1304
10

29
高
野
山
衆
徒
庭
中
申
状
案

『
高
』
又
続
50 -977

304
鎌
22025

236
嘉
元
2

1304
12

阿
弖
河
荘
雑
掌
申
状
案

『
高
』
又
続
57 -1150

306
鎌
22499

12月
16日
以
降
に
作
成
。

237
嘉
元
3

1305
5

高
野
山
衆
徒
解
状
案

『
高
』
又
続
56 -1139

308
鎌
22227

238
嘉
元
3

1305
高
野
山
衆
徒
解
状
案

『
高
』
又
続
79 -1452

309
鎌
22498

239
嘉
元
4

1306
8
16
関
東
召
文
御
教
書
案

『
高
』
又
続
78 -1428

310
鎌
22703
鎌
22704

240
徳
治
2

1307
8

阿
弖
河
荘
地
頭
披
陳
状
并
頼
聖
具
書
案

『
高
』
又
続
78 -1394

314
鎌
23037

頼
聖
具
書
案
は
鎌
倉
遺
文
に
な
し

241
延
慶
2

1309
5

阿
弖
河
荘
預
所
下
文
案

『
高
』
又
続
78 -1398

316
鎌
23694

阿
147の

紙
背
。
年
号
検
討
の
余
地
あ
り
。
※
３

242
元
弘
2

1332
1
11
阿
弖
河
荘
証
文
校
合
状
案

『
高
』
又
続
56 -1137

324
鎌
31655

※
1　
	『高
野
山
文
書
』
又
続
宝
簡
集
は
『
高
』
又
続
、
続
宝
簡
集
は
『
高
』
続
宝
、
宝
簡
集
は
『
高
』
宝
、
と
そ
れ
ぞ
れ
略
表
記
を
し
て
い
る
。

※
2　
	仲
村
研
編
『
紀
伊
国
阿
弖
河
荘
史
料
一
、
二
』（
吉
川
弘
文
館
、
1976）。

目
録
作
成
に
あ
た
っ
て
、
本
史
料
集
に
阿
弖
河
荘
関
係
史
料
と
し
て
所
載
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
明
ら
か
に
阿
弖
河
荘
の
も
の

で
は
な
い
と
判
断
し
た
史
料
は
本
目
録
で
は
除
外
し
た
。

※
3　
	お
わ
り
に
・
注
74参
照
。


